
令和７年度つくば市医療機関等における物価高騰対策支援金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条  この要項は、光熱費等及び物価の高騰に大きく影響を受けている病院、

診療所及び薬局（以下「医療機関等」という。）を支援し、地域医療基盤の継

続的な安定を図るため、予算の範囲内において、令和７年度医療機関等におけ

る物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条  この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 病院 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病

院をいう。 

(2) 有床診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所のうち、患者を

入院させるための施設を有するものをいう。 

(3) 無床診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所のうち、患者を

入院させるための施設を有しないものをいう。 

(4) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す 

る法律（昭和 35 年法律第 145 号）第２条第 12 項に規定する薬局をいう。 

 

（交付対象者） 

第３条  支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する医療

機関等を運営する事業者とする。 

(1) 令和７年 12 月１日時点において、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）

第 63 条第３項第１号に規定する厚生労働大臣の指定を受けていること。 

(2) 市内に所在すること。 

(3) 第５条の規定により申請をする日において、事業の廃止又は休止をして 

いないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交

付の対象としない。 

(1) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体 

(2) 自己又は自己の役員がつくば市暴力団排除条例（平成 23 年つくば市条例



第 29 号）第２条第３号に規定する暴力団員等に該当する者 

 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、別表のとおりとする。 

２ 支援金の交付は、１の医療機関等につき１回限りとする。 

 

（交付の申請及び請求） 

第５条  支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和

７年度医療機関等における物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書（様式第

１号）に振込先の口座に係る通帳等の写しその他の市長が必要と認める書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 令和６年度医療機関等における物価高騰対策支援金の交付を受けた医療機

関等で、当該交付を受けた口座番号に振込を希望する場合は、前項の振込先の

口座に係る通帳等の写しの提出を省略することができる。 

３ 申請者は、申請者の保険医療機関又は保険薬局の指定について、市長が厚生 

労働省又は茨城県に確認することに同意しなければならない。 

４ 申請者は、申請日時点において、事業を継続する意思があること及び第３条

第２項各号に該当しないことを誓約しなければならない。 

５ 第１項の申請及び請求は、この要項の施行の日から令和８年２月 27 日まで

の間にしなければならない。 

 

（交付の決定） 

第６条  市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の

内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、令和７年度医療機関等における

物価高騰対策支援金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により当該申請

者にその旨を通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第７条 市長は、支援金の交付の決定をする場合において、支援金の交付の決定

を受けた者（以下「支援事業者」という。）に対し、次に掲げる事項について

条件を付するものとする。 

(1) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反し

たときは、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。 



(2) 支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に 

関する支援金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じ 

ること。 

(3) 市長が支援金について報告を求め、稼働実績等の証拠書類その他の物件

を調査する場合は、これに応じなければならないこと。 

(4) その他この要項の規定を遵守すること。 

 

（交付決定の取消し） 

第８条 市長は、支援事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 支援金の給付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたとき。 

２ 市長は前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

ときは、令和７年度医療機関等における物価高騰対策支援金取消通知書（様式

第３号）により、当該決定を受けた者に通知するものとする。 

３ 支援事業者は、第１項の規定により支援金の給付の決定を取り消された場

合において、既に支援金の交付を受けているときは、市長が指定する期日まで

に当該支援金を返還しなければならない。 

 

（書類の保管） 

第９条 支援金の交付を受けた者は、支援金の交付に係る証拠書類を整理し、保

管しなければならない。 

２ 前項に規定する証拠書類の保管期間は、５年間とする。 

 

附 則 

この要項は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

分類 病床数 歯科併設の有無 区分 支援金額 申請時における添付資料 

病院 300 床以上 歯科併設 ア 168 万円 令和７年 12 月１日時

点の病床数を示す書

類等（開設許可証、

医療機関パンフレッ

ト、医療機関ホーム

ページ等）の写し 

歯科併設でない イ 160 万円 区分アに同じ 

200 床以 上

300 床未満 

歯科併設 ウ 104 万円 区分アに同じ 

歯科併設でない エ 96 万円 区分アに同じ 

100 床以 上

200 床未満 

歯科併設 オ 72 万円 区分アに同じ 

歯科併設でない カ 64 万円 区分アに同じ 

20 床 以 上

100 床未満 

歯科併設 キ 40 万円 区分アに同じ 

歯科併設でない ク 32 万円 区分アに同じ 

有床診療所 病床数 19 床

以下 

歯科併設 ケ 24 万円 区分アに同じ 

歯科併設でない コ 16 万円 区分アに同じ 

無床診療所（医科） 歯科併設 サ 16 万円 申請書兼請求書内に

おける診療日数及び

診療報酬明細書件数

の報告 

歯科併設でない 
シ 8 万円 区分サに同じ 

無床診療所（歯科） 

薬局 ス 8 万円 申請書兼請求書内に

おける調剤日数及び

調剤報酬明細書件数

の報告 

 


